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人権擁護委員に委嘱されました

『女性の人権ホットライン』

「三豊市男女共同参画推進ネットワーク会議」
が設立されました

１０月１日付で、次の方が人権擁護委員として法務大臣から委嘱されました。（敬称略）

　人はみな人権を有しています。それぞれが個人として人権を尊重されなければなりません。しかし、残念ながら

女性に対する人権侵害が依然として発生しており、大きな社会問題となっています。法務省は平成12年度から悩み

をもった女性が気軽に相談できる専用の電話相談窓口を設けています。それが『女性の人権ホットライン』です。

　同ホットラインの全国一斉強化週間として、高松法務局並びに香川県人権擁護委員連合会において、女性をめぐ

るさまざまな人権問題に積極的に対処するため臨時電話を増設し、下記のとおり電話相談を受け付けます。

　職場での男女差別やセクシャル・ハラスメント、夫やパートナーからの暴力・ストーカー行為等による嫌がらせ

などの人権侵害でお悩みの人はご利用ください。なお秘密は厳守されます。

　　　　桐　憲昭（山本町）　　　　　藤川　和子（山本町）

期　　間

時　　間

電話番号

相 談 員

１１月１２日(月)～１８日(日)

会　　長 秋山ふみ枝

副 会 長 米谷希有子

田尾　稔統

・香川県人権擁護委員連合会男女共同参画社会推進委員会所属の人権擁護委員
・高松法務局人権擁護部担当職員

『女性の人権ホットライン』

午前８時３０分～午後７時（土・日曜日は午前１０時～午後５時）

☎０５７０－０７０－８１０ または ☎０８７－８２１－６１８１

全国一斉 電話相談強化週間

　市内で活動している各団体が相互に交流し、情報の交換や発信を行うとともに、それぞれの活動を通して、さま

ざまな分野へ積極的に参加することにより、男女の区別なくすべての人が自分らしく生き生きと過ごせる社会を形

成することに賛同していただいた２６団体による三豊市男女共同参画推進ネットワーク会議が１０月９日に設立され

ました。これからのまちづくりや環境問題をはじめ、少子・高齢化など

の問題を男女共同参画の視点から考えていきます。

片

問い合わせ　人権課　☎６２－１１２１▼

（かがわ男女共同参画推進員連絡会）

（法律講座）

（香川県男女共同参画学習
　　　　　　アドバイザーネットワーク三豊支部）

※現在、三豊市には２７人の人権擁護委員がいます。

構成団体（順不同）

・女性フォーラム高瀬　　　・三豊市子育てボランティアみみちゃん　・三豊市婦人団体連絡協議会
・山本町女性フォーラム　　・仁尾町読み聞かせの会「絵本のとびら」・三豊市老人クラブ連合会
・翼の会たかせ　　　　　　・仁尾おどり保存会　　　　　　　　　　・観音寺人権擁護委員協議会
・三豊市商工会女性部　　　・仁尾町児童館　母親クラブ　　　　　　・三豊市食生活改善推進協議会
・三豊市豊中町女性会議　　・鍬おどり保存会　　　　　　　　　　　・三豊市消費者友の会
・和太鼓集団「響屋」　　　・農家女性グループつくしんぼ　　　　　・三豊地区更生保護女性会
・さくらんぼの会　　　　　・三豊市自治会連合会　　　　　　　　　・三豊市愛育会　
・三野町梅の里づくりの会　・三豊市生活研究グループ連絡協議会

会長・副会長に次の方が選任されました。（敬称略）

再任 新任
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１１
月
と
も
な
り
ま
す
と
、
夕
暮
れ

が
め
っ
き
り
と
早
く
な
っ
た
こ
と
を

感
じ
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
子
ど

も
た
ち
の
帰
宅
時
間
が
よ
り
心
配
な

時
期
に
も
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
日
頃
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に

ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

　
今
月
は
、
自
転
車
の
罰
則
規
定
に

つ
い
て
載
せ
ま
す
。
皆
さ
ん
は
こ
の

規
定
に
つ
い
て
は
既
に
ご
承
知
の
こ

と
と
思
い
ま
す
が
、
香
川
県
警
察
本

部
交
通
部
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
引

用
し
ま
す
。

　
そ
の
中
に
、「
自
転
車
は
道
路
交

通
法
で
は
車
両
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
悪
質
な
交
通
違
反
は
罰
せ
ら
れ

ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
し
て
は
い
け

な
い
主
な
行
為
と
し
て
、

　
○
右
側
通
行
　
○
信
号
無
視

　
○
並
進
　
　
　
○
一
時
不
停
止

　
○
二
人
乗
り
　
○
右
左
折
方
法
違
反

　
○
片
手
運
転

　
（
傘
さ
し
、
携
帯
電
話
等
）

　
○
無
灯
火
　
　
○
飲
酒
運
転

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
自
転
車
事
故
の
原
因
（
平
成
１３
年

〜
１７
年
）
を
グ
ラ
フ
に
表
す
と
、
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
　
　
　

　
こ
の
図
か
ら
見
る
と
、
確
認
を
し

な
か
っ
た
り
、
不
注
意
で
あ
っ
た
り

と
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心
の
緩

み
が
事
故
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
育
成
セ
ン
タ
ー
の
補
導
の
中
で
、

自
転
車
の
二
人
乗
り
や
二
列
並
進
を

見
か
け
る
こ
と
が
時
々
あ
り
ま
す
。

そ
の
つ
ど
温
か
い
声
か
け
に
よ
り
、

注
意
を
促
す
と
と
も
に
、
道
路
交
通

法
の
改
定
も
あ
わ
せ
て
伝
え
て
い
ま

す
。

　
自
転
車
は
簡
便
な
交
通
手
段
で

す
。
一
人
ひ
と
り
の
心
が
け
や
、
す

れ
違
う
周
り
の
人
へ
の
思
い
や
り
に

よ
り
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

自転車事故の割合

安全不確認

その他

動静不注視
交差点の安全
不確認

一時不停止

信号無視

都市計画区域マスタープラン
見直しの公聴会を開催します

　県と市では、平成18年の都市計画法改正を受けて、都市計画の見直しを検討してきましたが、まちづくりの基

本方針となる都市計画区域マスタープランの素案については、9月に説明会を開催しました。今回、素案を市民の

皆さんに閲覧していただき、その上でさまざまなご意見をいただくための公聴会を開催します。

素案の
閲覧

内　容

期　間

都市計画区域マスタープラン

１１月１３日（火）～２７日（火） 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日は除く）

場　所 建設課、県土木部都市計画課

公聴会

日　時 場　所１２月１４日（金）　午前１０時～ 豊中第３庁舎　２階大ホール

公述申し出の期限およびその手続

　公聴会に出席して意見を述べたい人は、素案の閲覧場所に公述申出書がありますので必

要事項を記載して、下記まで提出してください。

　公述の申し出や同趣旨の意見が多数の場合は、公述時間を制限したり、公述人を選定することがあります。

なお、当日の公述人が決まりしだい、その結果を本人に通知します。

公述人の選定

　公聴会を傍聴したい人は、公聴会の当日、直接会場にお越しください。なお、傍聴人は発言できません。ま

た、満席の場合は、傍聴をお断りすることがあります。

公聴会の傍聴

　公述の申し出がなかった場合は、公聴会の開催を取りやめますので、傍聴したい人は、県、市に開催の有無

について事前にご確認のうえご来場ください。

公聴会の開催の取りやめ

都市計画区域マスタープラン
見直しの公聴会を開催します

問い合わせ　建設課　　　　　　　☎６２－１１３０
　　　　　　県土木部都市計画課　☎０８７－８３２－３５５７

▼

提 出 先　香川県土木部都市計画課　〒７６０-８５７０　高松市番町四丁目１番１０号

提出期限　１１月２７日（火）当日消印有効


